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　皆さんの中で差別問題、家庭内の問題（夫婦、親子、結婚、離婚、扶養、相続等）、隣近所とのもめ

ごと、外国人差別の問題などでお困りの人は、人権相談所あるいは地元の人権擁護委員にご相談くだ

さい。相談は無料です。秘密は厳守されますので、お気軽にご相談ください。

（３１ページ保健・相談コーナー参照）

　６月２日（月）に、市内一斉の人権相談を実施します。詳しくは、人権課または各支所市民サービ

ス課にお問い合せください。

＊平成２０年４月１日付けをもって、天満宏子さん、武川馨さんが法務大臣から

人権擁護委員として委嘱（再任）されました。

　国や県・市の仕事（国の委任や補助などを受けているもの）につ

いて、苦情や意見・要望をお持ちの人は行政相談制度をご利用くだ

さい。総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員がご相談をお聞き

し、解決方法を助言したり解決できるよう関係機関に取り次ぎします。

　相談は無料です。秘密は厳守されますので、お気軽にご相談くだ

さい。　　　　　　　　　　　（３１ページ保健・相談コーナー参照）

５月１９日（月）～２５日（日）は

春の行政相談週間です

６月１日は「人権擁護委員の日」です
問い合わせ　人権課　☎７３－３００８

▲

三豊市の人権擁護委員（敬称略）

高松法務局人権擁護部では、下記の相談を行っていますのでお気軽に

お電話ください。（受付　平日午前８時３０分～午後５時１５分）

子どもの人権１１０番 女性の人権ホットライン

☎０５７０－０７０－８１０

財 田 町

山 本 町

詫 間 町

高 瀬 町

三 野 町

豊 中 町

仁 尾 町

岡　千代子 香川　徹男 重信　　厚

永田　浩一

藤村　　

豊島　芳　 

眞鍋　欣之

武川　　馨

組橋　　司

　桐　憲昭�

柚本　計悟�

近藤れい子�

　山　訓子�

小野　　子�

辻　　演美�

藤川　和子

渡里　典子

篠原　昌宏

青井　富子

大西　啓幸

山地　紘子

岩倉　　清

天満　宏子

貞廣　浩征

三谷サツキ

矢野　恵子

前川　美穗

いじめ、体罰、虐待など子どもに関する相談・情報は… 　夫やパートナーからの暴力、職場でのセクシャル・

ハラスメント、ストーカー行為等でお困りの人は…

三豊市の行政相談委員（敬称略）

問い合わせ　総務課　☎７３－３０００

▲

高　瀬　町

山　本　町

三　野　町

豊　中　町

詫　間　町

仁　尾　町

財　田　町

池　田　耕　二

神　原　将　弘

森　　　　　登

十　鳥　茂　義

冨　山　修　武

塩　田　富　雄

神　山　　　正

（平池）

（西中）

（北村）

（ 南 ）

（須花）

（古江上）

（久保の下）

０１２０－００７－１１０

（山王）

（上三）

（浜中）

（大池の上）

（ 原 ）

（徳前西）

（新道）

（北地下）

（山本西三）

（須田西）

（原下）

（東浜下）

（片山）

（門前）

（荒戸下）

（ぎおん団地）

（宮ノ下）

（黒嶋）

（正本北）

（四ツ足中）

（中屋敷）

（船越）

（平見） （北郷）

（寺地）

（３区）

（中津賀）

　



岡田幸雄　　山下　猛　　福岡茂芳　　白川芳照　　入江　悟
篠原　守　　森　哲男　　香川　健　　高橋義光

徳永和司　　垣口文男　　片桐孝彦　　大平　清　　森　久數
森　良慥　　藤田幸治

関　太郎　　岡田美知子　 　磯崎　子　　宮本光男　　竹内完士

礒野昭重　　合田次男　　十鳥弘美　　佐倉一正　　野田　夫

眞鍋章憲　　横山茂樹　　　木　光　　渡辺省三　　河田光治
前川光壽　　石川　勝　　大坪　隆　　富田友良

喜田雄策　　塩田久雄　　齊賀　貴　　鴨田映子

川崎　俊　　大西隆弘　　多田博秀

交通指導員が決まりました
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　平成２０年１０月支給分より、世帯主の年金から天引
き（特別徴収）になります。

　市では高齢者に対する保健事業、福祉事業および介護保険事業を一体的に実施するため「三豊市高齢者保健福

祉計画および介護保険事業計画」を策定することになりました。

　３月２７日に開催された第１回策定委員会では、本市の介護保険事業の概要説明、被保険者へのアンケート等に

ついて検討しました。今後、４回の会議を開催し、計画策定を進めていきます。

仁井　昌彦

宮田　晴美

宮嵜　信男

　藤　

木村　啓介

横山　広子

小畑　陽理

林　みどり

岡田　武資

安藤　末子

三豊・観音寺医師会理事
西香川病院院長 松浦　嘉則

森　　富夫

前田　昭文

山崎　　豪

成行　明節

植岡　澤江

宮武千代美

小野ヤス子

太田　義　

滝口　澄子

６５歳以上７５歳未満の皆さんへ

国民健康保険税の
特別徴収が始まります

三豊市高齢者保健福祉計画および

介護保険事業計画策定委員が決定しました

三豊市の交通指導員（敬称略）

策定委員（敬称略）

　任期満了に伴い、平成２０年４月１日付けで３９人が再任され、新たに
３人に辞令が交付されました。

齋 滿

委 員 長

副委員長

委　　員

問い合わせ　税務課　☎７３－３００６

▲

問い合わせ　総務課　☎７３－３０００

▲

問い合わせ　介護保険課　☎７３－３０１７

▲

（　　　　　）

三豊市民生委員児童委員
協議会連合会　会長（　　　　　）

三豊市社会福祉協議会事務局長
３月３１日まで（　　　　　　）
三豊市社会福祉協議会事務局長
４月１日から（　　　　　　）

デイサービスセンター
せとうち代表取締役社長（　　　　　）

三豊市社会福祉協議会たかせ
在宅福祉サービス課課長（　　　　　　）

とよなか荘老人介護支援
センター施設長（　　　　　）

三豊地区地域リハビリ
テーション支援センター（　　　　　）
特別養護老人ホーム
みの施設長（　　　　　）

三豊歯科医師会
みやざき歯科医院医院長（　　　　　）

（瀬戸内短期大学教授）

（三豊市老人クラブ連合会　会長）

（三豊市自治会連合会　会長）

（三豊市婦人団体連絡協議会　会長）

（１号被保険者代表　公募委員）

（１号被保険者代表　公募委員）

（２号被保険者代表　公募委員）

（２号被保険者代表　公募委員）（栄養士会）

（グループホーム高瀬施設長）

高瀬町

山本町

詫間町

三野町

豊中町

仁尾町

財田町

※下記の①～③すべてあてはまる人

※ ただし、世帯主が国保被保険者以外の場合、個別に保

　 険税を納めることになります。（普通徴収）

①国保被保険者全員が６５歳以上７５歳未満の人

②特別徴収の対象となる年金の年額が１８万円以上の人

③介護保険料と国民健康保険税を合わせた額が年金額

　の２分の１を超えない人

対象者


